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検
診
で
自
分
の
体
を
チ
ェ
ッ
ク
し
よ
う

６
月
か
ら
成
人
検
診
が
始
ま
り
ま
す
。
自
覚

症
状
が
な
く
て
も
、
体
に
潜
ん
で
い
る
病
気
や

異
常
を
早
期
発
見
で
き
る
よ
う
検
診
を
受
け
ま

し
ょ
う
。
検
診
が
よ
り
受
け
や
す
い
セ
ッ
ト
検

診（
同
日
に
複
数
受
検
）、
レ
デ
ィ
ー
ス
検
診（
女

性
限
定
の
検
診
）、
夕
方
検
診
（
午
後
６
時
半
ま

で
）
も
利
用
で
き
ま
す
。

対
象
者
に
は
５
月
下
旬
に
お
知
ら
せ
と
受
検

書
類
を
送
付
し
ま
す
。
転
入
な
ど
で
申
し
込
み

を
し
て
い
な
い
人
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

本
庁
健
康
増
進
課
成
人
保
健

係
（
察

-

２
９
０
５
）

34
新
し
い
健
診
の
お
知
ら
せ

本
年
度
か
ら
国
保

代
健
診
が
始
ま
り
ま
す
。

30

対
象
者
に
は
通
知
書
類
を
送
付
し
ま
す
。

■
対
象
者

代
の
市
国
民
健
康
保
険
加
入
者

30

■
自
己
負
担
金

千
円

※
市
民
税
の
課
税
状

況
に
よ
り
免
除
の
場
合
あ
り

一
部
の
健
診
が
無
料
に

料
金
を
見
直
し
、
次
の
健
診
が
無
料
で
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

■
国
保
特
定
健
診
（

歳
～

歳
の
市
国
民
健

40

74

康
保
険
加
入
者
）

■
長
寿
健
診
（

歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
医
療

75

保
険
加
入
者
）

■
成
人
歯
科
健
診
（
本
年
度

歳
に
な
る
後
期

76

高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者
）

検
診
対
象
初
年
度
は
無
料

本
年
度
中
に
次
の
年
齢
に
達
す
る
人
は
無
料

で
検
診
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

■
子
宮
が
ん
検
診

歳
（
平
成

年
４
月
２

20

11

日
～

年
４
月
1
日
生
ま
れ
）

12

■
成
人
歯
科
健
診

歳
（
昭
和

年
４
月
２

35

59

日
～

年
４
月
1
日
生
ま
れ
）

60

■
肺
が
ん
検
診
・
大
腸
が
ん
検
診
・
胃
が
ん
検

診
・
乳
が
ん
検
診

歳
（
昭
和

年
４
月

40

54

２
日
～

年
４
月
1
日
生
ま
れ
）

55

費
用
の
免
除

次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
人
は
、
無
料

で
検
診
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

陰
生
活
保
護
世
帯
、
隠
平
成

年
度
市
民
税

30

非
課
税
世
帯
、
韻
障
が
い
の
あ
る

歳
～

歳

65

74

で
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
の
交
付
を
受

け
て
い
る
人
、
吋

歳
以
上
で
障
害
者
手
帳
１

75

～
４
級
（
一
部
）
を
持
っ
て
い
る
人

ま
た
、
東
日
本
大
震
災
で
自
宅
が
全
壊
ま
た

は
半
壊
し
た
人
も
無
料
で
検
診
を
受
け
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に
申
請
が
必
要
で
す

の
で
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

人
間
ド
ッ
ク
助
成

国
保
特
定
健
診
、
長
寿
健
診
の
対
象
者
が
総

合
水
沢
病
院
ま
た
は
予
防
医
学
協
会
県
南
セ
ン

タ
ー
（
金
ケ
崎
町
）
で
人
間
ド
ッ
ク
を
受
け
る

場
合
、
健
診
分
の
費
用
を
減
額
し
ま
す
。
詳
し

く
は
受
検
書
類
と
一
緒
に
送
付
す
る
「
検
診
の

お
し
ら
せ
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

受
検
シ
ー
ル
は
切
り
離
さ
ず
に

受
検
シ
ー
ル
は
切
り
離
し
た
り
、
は
が
し
た

り
し
な
い
で
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

受
検
シ
ー
ル
に
は
最
寄
り
の
会
場
の
日
程
を

記
載
し
て
い
ま
す
が
、
都
合
に
応
じ
て
希
望
の

日
程
・
会
場
で
受
検
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

領
収
書
は
大
切
に
保
管
を

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
（
医
療
費

控
除
の
特
例
）
に
よ
る
税
金
の
還
付
を
受
け
た

い
場
合
、
市
が
行
う
各
種
検
診
が
対
象
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
確
定
申
告
の
対
象
期
間
に

受
け
た
検
診
の
領
収
書
や
結
果
通
知
書
は
大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。


